福井県高等学校文化連盟規約

第　１　章　　総　　　　　　　則
（名　称）
第１条　本連盟は、福井県高等学校文化連盟（以下「本連盟」という）と称する。
（事務局）
第２条　本連盟の事務局は、会長所在の学校内に置く。
（組　織）
第３条　本連盟は福井県内にある高等学校（特別支援諸学校の高等部を含む）をもって組織する。
（目　的）
第４条　本連盟は、福井県内の高等学枚生徒の体育以外のクラブ活動及び文化活動の健全な発達を図
      ることを目的とする。
第５条　前条の目的を達するため、本連盟は、次の事業を行う。
　　　  １．福井県内の高等学校生徒の参加する福井県高等学校総合文化祭、各種コンクール、発表
　　　　  　会、技術講習会等の文化行事（以下「文化行事」という）の開催または共催。
　　　　２．全国高等学校総合文化祭、近畿高等学校総合文化祭への派遣事業。
　　　　３．文化行事、福井県を代表する団体または個人に対する経済的援助。
　　　　４．文化関係諸団体との連絡。
　　　　５．その他前条の目的を果たすに必要な事業。

第　２　章　　役　　　　　　　員

第６条　本連盟に、次の役員を置く。
      （1）会長                   １名
      （2）副会長                 ２名
      （3）評議員                 加盟高等学校長
      （4）専門部会長             若干名（校長等）
      （5）専門部会代表理事       若干名（教論等）
      （6）事務局長               １名
      （7）監事                   ２名
第７条　役員の選出は、次のとおりとする。
　　　（1）会長、副会長、専門部会長及び監事は、評議員会で選出し、総会に報告する。
　　　（2）評議員は、加盟校の校長をもってあてる。
　　　（3）専門部会代表理事は、各部会の推薦により、会長が委嘱し、総会に報告する。
　　　（4）事務局長は、会長が委嘱する。
第８条　役員の職務は、次のとおりとする。
　　　（1）会長は、本連盟を代表し、会務を総括する。
　　　（2）副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
　　　（3）評議員は、評議員会を組織し、連盟の重要事項について審議する。
　　　（4）専門部会長は、専門部会を代表し、部会の業務を総括する。
　　　（5）専門部会代表理事は、専門部会長を補佐し、部会の業務を処理する。
　　　（6）事務局長は、会長の指示により、連盟の会務処理に当たる。
　　　（7）監事は、本連盟の会計を監査する。
第９条　役員の任期は１年とする。但し、再任は妨げない。
　　２　役員に欠員が生じたときは、必要により補充することができる。但し、補充による役員の任      期は、前任者の残任期間とする。

第　３　章　　会　　　　　　　議

第10条　本連盟に次の会議をおく。
　　　（1）総会　　（2）評議員会　　（3）理事会　　（4）専門部会
　２　会議の議長は、会長がこれにあたる。但し、各専門部会の議長は、専門部会長がこれにあたる。
　３　会議は、構成員の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。
　４　会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長がこれを決定する。
　５　本連盟に、特に必要があると認めるときは、別に定めるところにより、特定の委員会を置く
　　　ことができる。
第11条　総会は、本連盟の役員をもって構成し、次の事項を審議し決定する。
　　　（1）会則の制定及び改廃に関する事項
　　　（2）役員の選任
　　　（3）予算及び決算に関する事項
　　　（4）事業計画に関する事項
　　　（5）その他重要事項
　　２　総会は会長が招集する。
第12条　評議員会は、本連盟の重要事項を審議する。
　　２　評議員会は、会長が招集する。
第13条　理事会は、会長、副会長、専門部会代表理事、事務局長をもって構成し、次の事項を審議し
　　　決定する。
　　　（1）総会から委任された事項
　　　（2）総会に提出する議案
　　　（3）事業の運営、執行に関する事項
　　　（4）その他重要事項
　　２　理事会は、会長が招集する。
第14条　専門部会は、専門部会長、専門部会代表理事及び各高等学校の専門部会担当の教職員をもっ
　　　て構成し、次の事項を審議し決定する。
　　　（1）部会の事業に関する事項
　　　（2）部会の予算決算に関する事項
　　　（3）その他の必要事項
　　２　専門部会は、専門部会長が招集する。

第　４　章　　会　　　　　　　計

第15条　本連盟の経費は、会費、補助金、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
第16条　会費は、総会において決定する。会費は、学校単位で学年始めの生徒数を基準として定める。
第17条　本連盟の収支予算は、総会の議決により定め収支決算は、会計年度終了後、監査を経て次の
　　　総会で承認を得なければならない。
第18条　本連盟の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。
        ただし収入、支出上の理由でやむを得ない場合には４月末日までに調節を行うものとする。

第　５　章　　事　　　務　　　局

第19条　本連盟の事務を処理するため、事務局を置く。
第20条　事務局の構成は次のとおりとする。
　　　（1）事務局長　　　1名
　　　（2）庶務・会計　　若干名

第　６　章　　補　　　　　　　則

第21条　この規約は、総会の議決によらなければ変更することができない。
第22条　この規約に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

（附　則）
本規約は、昭和45年 4月 1日より施行する。
　　　　　平成 8年 2月13日改訂
          平成24年 5月13日改訂（第３条　特別支援学校の表記　第１８条　付帯事項の追加）












福井県高等学校文化連盟　専門部会規定

福井県高等学校文化連盟規約第22条に基づき、専門部会規定を次のとおり定める。
（名　称）
第１条　福井県高等学校文化連盟に次の専門部会を置く。
（1）国語部会　　（2）理科部会　（3）音楽部会　　（4）合唱部会　　（5）吹奏楽部会
（6）マーチング部会　　（7）美術部会　　（8）書道部会　（9）英語部会   (10)家庭部会
（11) 農業部会　(12)工業部会　(13)図書館部会　(14)演劇部会　(15)日本音楽部会　(16)放送部会
 (17)囲碁部会　(18)国際教研部会　(19)写真部会　(20)将棋部会　(21)小倉百人一首かるた部会
 (22)器楽・管弦楽部会　(23)新聞部会　(24)郷土芸能部会　(25)吟詠剣詩舞部会　(26)文芸部会
 (27)弁論部会（28）特別支援学校部会（29）定時制・通信制部会
（事務局）
第２条　各専門部会の事務局は、専門部会長が指定する学校に置く。
 （目　的）
第３条　各専門部会は、福井県高等学校文化連盟規約に基づき、高等学校における文化活動の健全な
　　　る発達を図ることを目的とする。
（専門部会の設置及び廃止）
第４条　専門部会の設置及び廃止については、理事会で審議し、総会で決定する。
（専門部会設置手続き）
第５条　あらたに専門部会を設置する場合は、加盟校数、役員名、年間行事計画及び予算案を添付の
      うえ、代表校長から高文連会長に申請しなければならない。
　　　　なお、設置条件は次のいずれかに該当するものとする。
　　　（1）県内の多くの高等学校に設置してある部で、今後組織的に活動することでその育成が期
　　　　 待できると認められる部。
　　　（2）県内に設置されている部としては少数であっても、全国的に盛んに活動されており、将
　　　　 来本県でも大いに育成を奨励すべきものと認められる部。
（事　業）
第６条　専門部会は、第３条の目的を達成するために、次の事業を行う。
　　　（1）専門部会に関する研修会、講習会、発表会等の開催
　　　（2）関係諸機関との連絡調整
　　　（3）その他目的達成に必要な事項
（組　織）
第７条　専門部会は、本連盟加盟校の当該専門部会の加盟校を持って組織する。
（役　員）
第８条　専門部会に次の役員を置く。
　　　（1）専門部会長　　　　１名
　　　（2）専門部会代表理事　１名
　　　（3）理事　　　　　　　若干名
　　　（4）会計　　　　　　　１名
（役員の選出）
第９条　役員の選出は、次のとおりとする。
　　　（1）専門部会長は、評議員の互選により選出する。
　　　（2）専門部会代表理事、理事、会計は部会員の推薦に基づき、部会長が委嘱する。
（役員の職務）
第10条　役員の職務は、次のとおりとする。
　　　（1）専門部会長は、専門部会を代表し会務を総括する。
　　　（2）専門部会代表理事及び理事は、部会の企画・運営にあたる。
　　　（3）会計は、専門部会の会計事務を行う。
（役員の任期）
第11条　役員の任期は、１年とする。ただし、再任は妨げない。
　　２　役員に欠員が生じたときは、必要により補充する。ただし、任期は、前任者の残任期間とす
　　　る。

（会　議）
第12条　専門部会の会議は、専門部会長が招集する。
（経　費）
第13条　各専門部会の経費は、高文連より配分される補助金、その他をもってあてる。
（会計年度）
第14条　各専門部会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(附　則)
この規定は、平成8年2月13日より施行する。
平成 9年 2月12日改訂
　         平成11年 2月10日改訂
　　　　　 平成12年 5月19日改訂
            平成17年 2月 9日改訂
　         平成18年 5月16日改訂

福井県高等学校文化連盟運営規則
第１条　本連盟の次の者が行う行事を共催しない。
　　　1．学校保健会　　　　　　　　2．技術検定を目的とする団体
　　　3．その他、以上に類似する団体及び個人
第２条　各部会は、文化行事について、毎年度始めその事業計画書、予算書及び必要書類を本部に提      出しなければならない。また毎年度末事業経過報告書及び収支決算書を本部に提出しなければ      ならない。
第３条　文化行事が他団体と共催で行われる場合には、各部会は経費分担の方法、高等学校生徒の参
　　　加の割合などを明示する書類を本部に提出しなければならない。
第４条　文化行事に参加する生徒の距離が甚しく遠隔である場合には連盟参加校にその旅費の一部を
　　　補助することができる。
第５条　当分の間、文化行事について必要やむを得ない場合には部会は文化行事の参加料を徴収する
　　　ことができる。
第６条　会費は次の通りとする。
　　　（1）全日制は年額生徒一人600円。
　　　（2）高専は年額生徒一人600円。（但し部活動単位の加盟とする）
　　　（3）定時制及び特別支援諸学校は年額生徒一人当たり100円。但し、文化行事に参加しないと
　　　　　ころからは会費を徴収しない。
　　　　　この場合生徒数は５月１日現在の在籍数を基準とする。
(附　則)
　この規則は、昭和45年5月11日より施行する。
　　　　　　　昭和53年 2月28日改訂　　
　　　　　　　昭和53年11月10日改訂　　
　昭和58年 2月 2日改訂
昭和62年 2月 2日改訂
平成 3年 2月10日改訂
　平成 6年 2月17日改訂　
平成10年 2月 6日改訂　
　平成18年 5月16日改訂
平成26年 5月15日改訂(会費金額の変更）
　
福井県高等学校総合文化祭運営委員会規定

１．趣　　　旨
　　福井県高等学校生徒による芸術文化活動の総合的発表会「福井県高等学校総合文化祭」（以下
　☆県高校総合文化祭☆という）の開催を企画・運営し、関係各部会の連絡調整を行う。
２．設　　　置
　　県高校総合文化祭の開催を企画し、運営を円滑に行うため、「福井県高等学校総合文化祭運営委  員会」（以下☆運営委員会☆という）を設置する。
３．任　　　務
　　運営委員会は、「県高校総合文化祭」の基本方針の策定及び、必要な事項の協議・立案をする。
　また、関係各部会の連絡調整にあたる。
４．組　　　織
　　運営委員会は、県高文連事務局から１名と、次の高文連各部会から推薦された各々２名を、高文  連会長が委嘱する。
　　◎音楽部会　◎合唱部会　◎吹奏楽部会　◎マーチング部会　◎美術部会　◎書道部会
　　◎写真部会　◎日本音楽部会　◎演劇部会　◎放送部会　◎囲碁部会　◎将棋部会
　　◎小倉百人一首かるた部会　◎器楽・管弦楽部会　◎新聞部会　◎郷土芸能部会
　　◎吟詠剣詩舞部会　◎文芸部会　◎弁論部会　◎特別支援学校部会　◎定時制通信制部会
５．役　　　員
　　運営委員会に委員長・副委員長を置き、それぞれ高文連会長と副会長がその任にあたる。
６．役員の任務
　　ア．委員長は、会務を統括し、運営委員会を代表する。
　　イ．副委員長は、委員長を補佐し、委員長にさしつかえのあるときは、その任を代行する。
７．会　　　議
　　運営委員会は委員長が召集する。
８．事　務　局
　　運営委員長にかかわる庶務を処理するため、事務局を置く。事務局員は委員長が委嘱する。
９．そ　の　他
　　この規約に定めるもののほか、運営に必要な事項は、運営委員会の議を経て、委員長が別に定め　る。
（附　則）
この規約は、平成元年５月１５日から実施する。
この規約の改訂は、県高文連理事会の承認を得て発効する。
　　　　　平成11年2月10日改訂
　　　　　平成11年5月19日改訂
平成17年2月9日改訂
 平成18年5月16日改訂

福井県高等学校文化連盟表彰規定

第１条　この規定は、福井県高等学校文化連盟（以下「本連盟」という。）の向上発展に尽力し、そ　　　の功労が顕著であった者を表彰するために定めるものである。
第２条　前条の目的を達成するために、本連盟に表彰委員会（以下「委員会」という。）を設ける。
第３条　委員会の構成は、次のとおりとし、本連盟の会長が委嘱し、これを招集する。
　        委員長       会　長
　        副委員長     副会長
　        委　　員     代表理事若干名・事務局長
第４条　委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。副委員長は、委員長に事故ある時、その職務　　　を代行する。
第５条　委員会は、本連盟の各部会より推薦された者について審議し、表彰する者を決定する。
第６条　表彰を受ける者は、次のいずれかに該当する者であることを要する。
 　   　1．本連盟の部会員、加盟校の指導者として連盟の向上・発展に尽力し、とくに功労の大で　　　　　あった者。
　　　  2．本連盟の各事業で、優秀な成績を収めた生徒（団体）。
第７条　表彰は毎年本連盟総会で行い、表彰状と記念品を贈呈する。
第８条　表彰は別に定める「細則」により実施する。
（附則）
この規定は、平成元年5月15日より施行する。
　　　　　  平成3年2月8日改訂
　　　　　　平成8年2月13日改訂

表 彰 規 定「細　則」
 
１．推薦の対象
 　　 本連盟加盟校の教職員及び学校長が委嘱した指導者、ならびに生徒（団体）とする。

２．選考の基準
    (1）感謝状
 　 　　　次に該当する役員が退任の際には、表彰するものとする。
 　　　　 　　 高文連会長が推薦した者。
（当年度退職予定校長で、2年以上福井県高文連部会長等を務めた者。）
    (2）功労賞（教職員、指導者）
  　　　　ア　本連盟の部会員または指導者として、通算20年以上責務を果たした者。
  　　　　イ　前項以外で、委員会がこれに準ずる功労があったと認める者。
  　(3) 優秀指導者賞（教職員、指導者）
  　　　　本連盟の部会員または指導者で、全国大会等で特に優秀な成績をおさめたと認められる者。
  　(4）優秀賞（生徒、団体）
 　　　　 本連盟に所属し、全国大会等で特に優秀な成績をおさめたと認められる者
　　(5)奨励賞（生徒、団体）
 　　　　 本連盟に所属し、健全かつ優れた活動を行い、他の模範となりうる者。
 　（6）選考の対象期間
 　　　　表彰年度まで。（個人の場合は、選考時に現職〔在校生〕であることを原則とする。）

３．そ　の　他
 　 (1) 功労の内容により、功労賞に代えて感謝状を贈呈することができる。
 　 (2) 表彰候補者の推薦は、毎年12月末までに文書により受け付ける。
  　(3) 毎年３学期中に委員会を召集し、選考する。
 　 (4) 原則として、その年度内に授与するものとする。
 　（附則）　 
　この「細則」は、平成元年 5月15日より施行する。
 　　　　　　　   平成 3年 2月 8日改訂
　　　　　　　　  平成 8年 2月13日改訂
      　　　　　  平成14年 5月15日改訂
                   平成20年 2月 4日改訂
令和3年2月 10日改訂


福井県高等学校文化連盟　複数校合同チーム編成規程

第１条	（目　的）
この規程は学校の統廃合及び部員不足等で、単独校での大会参加が困難な場合、機会
を与えその成果を発表する場を設けることにより、部活動活性化を図ることを目的と
する。

第２条	（規程の範囲）
この規程は福井県高等学校文化連盟、および福井県高等学校文化連盟各部会が主催・共催する大会に適用する。

第３条	（合同チーム編成範囲）
　　　　　複数校による合同チームとは２校以上による合同チームをさす。

第４条	（大会参加条件）
１．	県外大会
　全国大会・ブロック大会等に推薦する県代表チームの編成については、各大会の主催
組織の大会参加規程に従う。
２．	県内大会
合同チームによる参加の可否については原則として上位大会となる全国大会・ブロッ
ク大会等の大会参加規程に準ずる。ただし上位大会で合同チームが認められていない
場合にも各部会で協議・決定の上、参加を認める事ができる。その際には大会参加要
項等に編成条件・表彰条件等を明記する。
第５条	（編成条件）
　　　　　編成基準の共通条件は以下のとおりとする。
（１）	統廃合に伴う従来校と新設校、および通常の練習が可能な同一地区内を原則とする。ただし県外大会においては各大会の主催組織の大会参加規程に従う。
（２）	当該校の双方に学校が認めた部活動があること。
（３）	当該校の学校長が参加を認めること。
（４）	チーム名は学校連記とする。
（５）	全日制過程は定時制課程・通信制課程の生徒による混成は認めない。ただし県外大会においては各大会の主催組織の大会参加規程に従う。
第６条	（引　率）
　　　　　合同チームの引率は当該校引率責任者（教員）とする。県外大会においてやむを得な
い理由で引率できない場合は学校長が引率責任者の所属する学校長に引率を委任する。

第７条	（編成手続き方法）
（１）	合同チーム編成基準を満たした両校で合同チーム編成が合意に達したとき、両校の校長はその旨を各部会長に申請する。
（２）　申請を受けた各部会長は各部会理事と協議の上、承認の可否を判断する。
（３）　申請期間は大会参加申込み締め切り２週間前までとし、申請後１週間以内に各部会長は可否を決定し当該学校長に承認書を送付する。

第８条	（チーム名）
出場する両校の校名を連記する。校名の順番は両校の話し合いで決定する。

付　記　　１）大会参加に要する経費については、応分の負担とする。
　　　　　２）参加に際しては、責任ある教員が引率をするとともに、万一の事故の発生に備え、
万全の事故対策を講じておくこと。
　　　　　３）編成規程を見直さざるを得ないような問題が発生した場合は、その都度見直しを
行うものとする。
（附則）
この規定は平成23年4月1日より施行する。
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